
 

 

フローの 

記号 

駐車場法

の届出 

設置計画書

（※３） 

駐車場法施行令の

技術的基準（※４）

バリアフリ

ー法の届出

路外駐車場移動等

円滑化基準 

説明 

ページ 

A 〇 × 〇 〇 〇 P2，P3

B × 〇 〇 〇 〇 P3 

C 〇 × 〇 × - P2 

D × 〇 〇 × -  

はい いいえ いいえ 

お問い合わせ：函館市都市建設部都市計画課 

都市施設担当 ２１－３３６３

※１ バリアフリー新法：高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

※２ 特定路外駐車場は，駐車場法の届出駐車場のうち「建築物でないもので他の施設に付属しな 

いもの」です。詳細は３ページ参照願います。 

※３ 駐車場法の届出は必要ありませんが，同法の技術的基準に適合する必要があります。確認のた

め，設置計画書の提出願います。 

※４ 駐車場法第 11 条に規定の構造及び設備の基準で駐車場の出入口等について定めたもの。 

◇駐車場法やバリアフリー法のほかに，駐車場に供する面積が 1,000 ㎡以上の場合は，函館市福祉

のまちづくり条例第２１条第１項および同項第２号に基づく届出が必要です。 

（詳細は保健福祉部地域福祉課（電話 0138-21-3289）へお問い合わせ願います。） 

特定路外駐車場の用件を満たしている（※２） 

はい いいえ

都市計画区域内に設置 都市計画区域内に設置 

路外駐車場は一般の公共の用に供するものである 
※不特定多数の者が自由に使用できる駐車場（駐車場法第２条第２項）

駐車に供する面積は 500 ㎡以上である（駐車場法第１１条）
いいえ

駐車場法･バリアフリー新法（※１）に基づく届出の判定フローは以下のとおりです。

※自動車を駐車する部分（駐車マス）の面積の合計

いいえ
料金を徴収する駐車場である 

A 

届出は 

必要ありません。 

はい 

（駐車場法第１２条（料金徴収））

※建築物でないもので他の施設に付属しないもの

D 

はい 

かつ

●路外駐車場を設置･運営する場合に必要な手続き判定フロー 

C 

駐車場法・バリアフリー新法の届出のガイドライン

（バリアフリー法第２条第１１項，第１２条） 

（バリアフリー法第２条第１３項）

B 

（駐車場法第１２条（都市計画区域内の届出）） （駐車場法第１２条（都市計画区域内の届出）） 

D 

◇附置義務については，建築行政課 （電話 0138-21-3３９１）へお問い合わせください。 

（※３） 

（※３）

（※３） 

はい
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『駐車場法』に基づく届出

駐車場法に基づく届出※５の届出先，必要な書類およびその提出時期等については以下のとおりです。

■届出先

・函館市都市建設部都市計画課都市施設担当（電話：0138-21-３３６３）

■必要な書類及びその提出時期

・各届出種別ごとの必要書類およびその提出時期は下表のとおりです。

・「新設」の場合，「施設の増改築，駐車場台数等の変更」の場合には，届出の前に別途事前の

打合せが必要となる場合がありますので，都市建設部都市計画課にご確認下さい。

・路外駐車場設置（変更）届出書には図面等の添付書類が必要となります。

（添付書類の詳細は「届出に関するチェックリスト」に記載しています。）

・これら届出に必要な各様式は，当課のHPからダウンロードできます。

必要な書類 路外駐車場設置 届出に関する 路外駐車場管理規程 路外駐車場休止

（変更）届出書 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ （変更）届出書 （再開，廃止）届出書
届出種別

新 設 ○ ○ ○

工事着手前 工事着手前 供用開始後10日以内

施設の増改築， ○ ○

駐車場台数等の変更 変更前 変更前

変 管理者の変更 ○ ○

変更前 変更後１０日以内

更 駐車料金，営業時間 ○

等の変更 変更後１０日以内

休止（再開，廃止） ○
休止(再開,廃止)後１０日以内

注） 提出が必要な部数は，正副２部となります。

■管理規程について

・管理規程には次の内容を記載する必要があります。

ア） 路外駐車場※６の名称

イ） 路外駐車場管理者※７の氏名および住所

ウ） 路外駐車場の供用時間に関する事項

→休業日ならびに１日における供用時間の開始および終了時刻について記載

エ） 駐車料金に関する事項

→駐車場利用者が支払うべき駐車料金の額およびその支払い等に関することについて記載

オ） 路外駐車場の供用契約に関する事項

→駐車場利用者に対する路外駐車場管理者の案内板の設置，保管を寄託された自動車に

対する路外駐車場管理者の責任，引き取りのない車両の処分等に関する事項を明記

カ） その他国土交通省令で定める事項

→路外駐車場の構造上駐車することができない自動車ならびに路外駐車場管理者が路外

駐車場において附帯して行う燃料の販売，自動車の修理その他の業務の概要の記載

※５ 駐車場法第１２条，１３条，１４条に基づく届出。

※６ 道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設であって一般公共の用に供され

る駐車場。

※７ 路外駐車場管理者とは路外駐車場設置届に記載された駐車場管理者となります。
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『バリアフリー新法』に基づく届出

バリアフリー新法に基づく届出※８の届出先，必要な書類およびその提出時期等については以下のとおり

です。

■届出先

・函館市都市建設部都市計画課都市施設担当（電話：0138-21-３３６３）

■必要な書類及びその提出時期

・提出時期は，新設の場合は「工事の着手前」，変更の場合は「変更しようとするとき」で同じです

が，提出する書類が異なります。

・各提出方法における必要な資料は以下のとおりです。

・なお，これら届出に必要な各様式は，都市建設部都市計画課のＨＰからダウンロードできます。

【方法①】

・「バリアフリー新法第１２条」による届出方法です。

提出資料 ・特定路外駐車場設置（変更）届出書 【第１号様式】

・図面等の添付書類

注）提出が必要な部数は，正副２部となります。

【方法②】

・「バリアフリー新法第１２条のただし書き」による届出方法で，駐車場法の届出書類にバリアフ

リー新法の書類を添付して提出する方法です。（都市計画区域内に限る。※９）

・上記「特定路外駐車場設置（変更）届出書【第１号様式】」に代えて，「高齢者，障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律第１２条第１項ただし書に基づく，路外駐車場設置（変更）

届出書に添付する書面 【第2号様式】」を駐車場法の届出書類に添付することとなります。

提出資料 ・高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１２条第１項

ただし書に基づく，路外駐車場設置（変更）届出書に添付する書面

【第2号様式】

注）提出が必要な部数は，正副２部となります。

■特定路外駐車場について

・特定路外駐車場は，駐車場法の届出駐車場のうち，「建築物で無いもので，他の施設に附属してい

ないもの」が該当します。

例）①特定路外駐車場に該当する

・単独の有料平面式駐車場

・他の施設の併設駐車場ではあるが道路等を挟んで分断されている平面式有料駐車場

②特定路外駐車場に該当しない

・商業施設，ホテル，病院等の施設に接して併設される駐車場

・立体駐車場

なお，建築物，建築物に附属の駐車場は，移動等円滑化に関する基準が別に定められています。

※８ バリアフリー新法第１２条に基づく届出。

※９ 都市計画区域外には駐車場法による届出がないため。
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